
令和7（2025）年11月20日　3広報　　　今回の1面の花は「カランコエ」です
1面に台東区の形 が３つ隠れています。探してみてください！（11月5日号の答えは、区HPをご覧ください）

在宅中に地震が発生しました。次のうち避けるべき行動はどれでしょうか？　①机の下に隠れる
②台所のコンロの火を急いで消す　③玄関に移動し、ドアを開ける　▷問合せ　危機・災害対策課 TEL （5246）1092

防災クイズ第1弾
※正解は、4面の上にあります。

その十二

蔦重と江戸文化蔦重と江戸文化
「蔦屋重三郎
ゆかりの地
台東区」
マスコット
キャラクター
つたいやん

　東洲斎写楽は、生没年や経歴が一切不明の浮世絵師です。蔦重が写楽を
見いだした詳しい経緯はわかっていませんが、蔦重は、寛政6年（1794）に歌
舞伎役者の上半身を描いた写楽の大

おお
首
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絵
え

を28点一挙に出版しました。このデ
ビュー作は、そのすべての背景に黒

くろ
雲
き

母
ら

摺
ずり

を用いた豪華なもので、それまで無
名だった浮世絵師としては異例なものでした。役者絵は当時、歌舞伎役者のブ
ロマイドとしての一面もありましたが、写楽の役者絵は役者の特徴を美醜問わ
ず、見たままを描き出しています。
　写楽はデビュー後、140点を超える浮世絵を蔦重のもとで世に送り出しましたが、
わずか10ヶ月で忽

こつ
然
ぜん

と姿を消してしまいました。写楽の正体はいまだ謎に包まれて
いますが、阿

あ
波
わ

の能役者、斎
さい

藤
とう

十
じゅう

郎
ろ

兵
べ

衛
え

とする説が最も有力とされています。
　写楽の作品の中でも最も有名といえる「三

さん
代
だい

目
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」は、よ
く見ると顔の大きさに比べ、小さな手が際立っているように見えます。この作品は、
同じく写楽が描いた「初

しょ
代
だい

市
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」と
対になっており、2つの作品
を向かい合わせに並べると
目線が合うように見てとれ
ます。江戸兵衛が奴一平
の金を奪おうと襲いかかろ
うとする緊迫した場面を、
写楽は、懐からぬっと突き
出された手を江戸兵衛の顔
より奥に描くことで見事に
表現しています。

▷問合せ　文化振興課大河ドラマ活用推進担当 TEL （5246）1118

蔦重ゆかりの人物⑩　東
とう

洲
しゅう

斎
さい

写
しゃ

楽
らく

浅草流
や ぶ さ め

鏑馬パンフレットに広
告を掲載しませんか

▷配布期間　8年2月中旬～開催日（4月
予定）

▷配布場所　区役所、浅草文化観光センタ
ー、流鏑馬会場（隅田公
園特設会場）ほか　

▷掲載料　5,000円
▷配布部数　9,000部
▷申込締切日　12月18日㈭
▷問合せ　観光課 TEL （5246）1151

住宅
まちづくり

わが家を守る！はじめての相
続と遺言セミナー

　参加者には「台東区住まいの終活ノート」
をプレゼントします。
▷日時　12月19日㈮13：30～15：30
▷場所　区役所10階会議室
▷対象　区内に自宅・実家をお持ちの方、

自宅・実家の将来
を考えている方 な
ど

▷定員　20人（先着
順）

▷講師　NPO法人空
家・空地管理セン
ター

▷申込み　電子申請か問合
せ先へ

▷問合せ　住宅課
TEL （5246）1468

住まい探しにお困りの方に向
けた入居相談窓口（予約優先）

　賃貸住宅への入居を希望している方に向
けた住まい探しの相談窓口です。
▷日時　月～金曜日8：30～17：00
▷対象　区内在住の高齢者・障害者・ひと

り親世帯の方 など
▷場所・申込み・問合せ
　住宅課（区役所5階⑩番）
　 TEL （5246）1468

詳しくはこちら
詳しくはこちら

左：「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」
右：「初代市川男女蔵の奴一平」

（東京国立博物館所蔵） 出典：Colbase

　住民税は、子育て・教育・まちづくりなど、区民の皆さんにさまざまな行
政サービスを提供するために欠かせない財源です。
　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、病気やけがをし
たとき、介護を要するときの保険給付に使われています。
　区ではこれらの貴重な財源を確保し、また、区民の皆さんに公平に負担し
てもらうために全力で取り組んでいます。納期内の納付をお願いします。

●納付場所
・区役所および区民事務所・同分室の収

納窓口
・銀行や郵便局などの金融機関
・納付書にバーコードが印刷されている

ものは、裏面に記載のあるコンビニ
エンスストアか、スマートフォンア
プリ（モバイルレジ・PayPay）によ
る納付ができます。

※スマートフォンによる納付について、
詳しくは、区ＨＰをご覧ください。

　また、便利な口座振替をご利用くださ
い（申込用紙は区役所、区民事務所・
同分室で配布）。

●納付が困難な方へ
　退職や事業廃止、病気や災害など、さ
まざまな理由により納付期限内に納付が
難しくなった場合は、お早めにご相談く
ださい。
●滞納していると
　納期限を過ぎると督促状を送付します。
その後10日を経過しても納付がない場
合は、法律にもとづき、預貯金・給与・
生命保険・不動産等の財産を調査し、差

押等の滞納処分を行う場合があります。
●財産差押の実績（6年度）
差押の内訳

種類 人数 金額 （千円）

預貯金 1,112 177,491

給与 476 69,250

生命保険 255 67,339

その他 174 59,548

合計 2,017 373,628

●水曜窓口時間延長・日曜開庁でも
納付や納付相談ができます
・水曜窓口時間延長
▷日時　毎週水曜日19：00まで
▷場所　介護保険課（区役所2階①番）、

国民健康保険課保険料係（同2階⑪番）、
同・後期高齢者保険係(同2階⑮番）、
収納課（同3階⑨番）

・日曜開庁
▷日時　毎月第2日曜日9：00～17：00
▷場所　戸籍住民サービス課（区役所1

階②番）

問合せ 収納課 TEL （5246）1107ストップ滞納

人権メッセージはこちら 人権作文はこちら

●人権のつどい（予約制）
▷日時　12月23日㈫14：00
　（13：30開場）
▷場所　台東一丁目区民館
▷定員　220人（先着順）
▷内容　①区内小・中学生による人権メ

ッセージ、人権作文の表彰・朗読　
②映画「コーダ　あいのうた」上映

©2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS

▷申込方法　電子申請か問合せ先へ
※託児（1歳以上の未就学児）希望者は子

供の氏
ふりがな

名・年齢を12月15日㈪17：00
までに問合せ先へ。

※映画は日本語吹替・日
本語字幕付、音声ガイ
ドあり。

※映画以外は手話通訳・
パソコン文字通訳あり。

人権は、誰もが生まれながらに持っている、人間が人間らしく生きる権利です。　
私たちの身近にはさまざまな人権問題があります。人権週間を機に、自分のこととして考えてみませんか。

問合せ
人権・多様性推進課

（区役所9階⑥番）
TEL （5246）1116「誰か」のことじゃない ～12月4～10日は人権週間です～「誰か」のことじゃない ～12月4～10日は人権週間です～

●人権擁護委員を紹介します
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を
受け、人権相談・啓発などの活動を行っ
ています。
▷人権擁護委員（敬称略）

●小・中学生の人権メッセージ・作文
　昨年度の人権のつどいで表彰された区
内小・中学生のメッセージ・作文を区
HPで公開しています。

●人権パネル展
　区内小・中学生の作品等を展示します。
▷期間　12月4日㈭～12日㈮
▷場所　区役所1階

第1部はこちら 第2部はこちら

●さまざまな人権問題
　身近にある人権問題を
知ることが、差別・偏見
をなくす最初のステップ
です。

詳しくはこちら

●人権講座「子供の権利を守るための基
礎知識」をYouTube台東区公式チャン
ネルで配信中　
　今の子供たちが何に悩み、どのような
態度・行動を大人に求めているかを、司
法の現場での具体的ケースを通じて紹介
します。
▷講師　山下敏雅氏（弁護士）

片岡 昭子 海野 衛 宇田川 靖子
石床 洋子 山勝 幹之 中村 雅彦
椎原 晶子 竹内 留美 飯塚 さち子
吉藤 玲子 江口 大三郎 髙瀬 雄二

7年10月1日現在

●相談窓口
・みんなの人権 110番
　 TEL 0570 (003) 110
▷日時　月～金曜日（祝日・年末年始を

除く）8：30～17：15
▷問合せ　東京法務局人権擁護部
　 TEL 0570 (011) 000
・夜間人権ホットライン
　弁護士が夜間電話相談をお受けします。
　 TEL （6722）0127
▷日時　12月8日㈪17：00～20：00
▷問合せ　東京都人権プラザ相談室
　 TEL （6722）0124
・違法・有害情報相談センター
　（総務省委託事業）
　インターネット上の誹
謗中傷やプライバシー侵
害等への対応等に関する
相談をお受けします。
▷問合せ　違法・有害情報相談センター
　 Eメール info@ihaho.jp

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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